
流域の概要
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大井川水系

・源流は「日本の屋根」と言われる南アルプス
（赤石山脈）で非常に急峻

・中流部は「穿入蛇行※」が発達

・牛尾山下流には広大な扇状地が形成

・中央構造線、糸魚川-静岡構造線に挟まれ、
地質は非常に脆弱で、土砂流出が多い

特徴と課題

地形・降雨特性

・流域の約90％が山地等

・市街地は下流部に集中（島
田市、藤枝市、焼津市等）

土地利用

主要な産業

資料２－１

【大井川流域の緒元】

流域面積 ：1,280km2

幹川流路延長 ：168km
流域内市町村 ：３市４町
流域内人口 ：約9万人
流域内一般資産額 ：約1.3兆円
想定氾濫区域面積 ：131km2

想定氾濫区域内人口 ：約30万人
想定氾濫区域内資産 ：約4.4兆円

・南アルプスを源に起伏の激しい山地
と浸食作用により深いＶ字谷を形成

・源流部では急峻な地形、脆弱な地質、
多量の降雨により大規模崩壊地が多い

上流部（源流～大井川ダム）

大井川の源流部 「鵜山の七曲り」といわれる穿入蛇行上千枚崩れ

大井川流域は日本屈指
の多雨地帯

平均年間降水量
・山間部：約2,400～3,000mm
・平野部：約2,000mm
・全国平均：約1,700mm

下流部に広がる扇状地
と沿川の工場
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中・下流部は銘茶の産地ととも
に、ウナギ養殖も盛ん

大井川下流域の工業出荷額の変化

蛇行地形の侵食作用により形成された旧

川跡や段丘上には集落が点在

中流部（大井川ダム～扇頂部付近）

牛尾山より下流は、広大な扇状地が広
がり、流域内の人口・資産が集積

下流部（扇頂部付近～河口）

１

・東名高速道路、国道1号、東海道新幹線、東海道本線等が横
断する等交通の要衝

・下流部沿川には工場、住宅地が密集し資産額が大きい

・下流部は扇状地形のため、ひとたび氾濫すると被害が甚大
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安倍川 長良川
木曽川
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利根川

天竜川

富士川

平均河床勾配は
約１／２５０と
河口まで急勾配

牧之原茶園と大井川

下流部では地下水を利用した製薬・化学・製
紙業等の工場進出が顕著

牛尾山

大井川３ｋ付近の横断イメージ図

大井川町庁舎

吉田町市街地

水田・農耕地

工場群

水田

工場群 大井川町市街地
大井川

※穿入蛇行とは、浸食面低下により下方浸食し、曲流を
保ちながら河床を基盤岩中に堀り込んで生じる現象
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「川倉」：竹や蛇篭等からなる水制、
根固、破提箇所の締切工等の総称

新堤

一豊堤
牛尾山

牛尾山を開削し
瀬替えを実施

旧流路

洪水時の避難地として石垣を積んだその上
に、丈の高い水屋が建てられた

地盤の盤上げをしたうえで、濁流の押し寄せる方
向に鋭角部を設け、洪水流のエネルギーを分散さ
せる「舟型屋敷」をつくり、洪水と闘ってきた

江戸時代における河川改修 中世～近年における河川改修

治水に対する先人の知恵

治水の歴史 大井川水系

「箱根八里は馬でも越すが
越すに越されぬ大井川」と詩われた

牛尾の瀬替え

濁流から堤防を守るため、「出し」といわれる水制や、
「川倉」といわれる聖牛が、すでに江戸時代から生み
出されていた

「東海道金谷の不二」（葛飾北斎）に
描かれている大井川

「出し」

・大井川の歴史上、最初の大規模な治
水事業は、天正18年（1590）に行われ

た牛尾山の開削による瀬替え

・牧之原台地にぶつかった水が島田宿
を直撃しないよう流路を変えたと伝えら
れる

・これに合わせ、山内一豊が「一豊堤」
を築いた

マダケ

溝（水路）

石積

イヌマキ

カキ等

流
れ
の
方
向

２

洪水流

島田宿

旧流路

第二東名高速道路

牧之原台地

「出し」：堤防を守るためにつくられた水制

瀬替え前の流路

牛尾山

やまのうちかずとよ

舟型屋敷（三角屋敷）

水屋

「島田」（安藤広重） 川越場と川倉

今も残る５００戸超の「舟型屋敷」は、現在の想定氾
濫区域内にほぼ重複して存在

川越場

扇状地内の舟形屋敷
の分布状況牛尾山

島田宿川倉

出し

東海道の最大の難所であった大井川は洪水が
頻発する暴れ川として全国にその名を知られた

現在の想定氾濫区域



大臣管理区間

大臣管理区間
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主な洪水と治水計画 上流部の災害（平成3年9月洪水）

これまでに実施された治水対策

・本川根町では建設中の長島ダムの仮締切工が半
壊したほか、ＮＴＴのケーブルの切断により市外通
話が不能

・床上浸水25戸、床下浸水22戸、大井川鉄道の寸

断により８日間不通となるなど甚大な被害が発生

長島ダムの建設

主な洪水と治水計画の変遷 大井川水系

中下流部における河岸浸食、洗掘対策

目的：洪水調節、流水の正常な機
能の維持、かんがい、水道

完成：平成14年3月

堤防整備率（暫定含む）は約９６％

・網状河川で流路が安定していないことから、河岸
侵食等が発生

中下流部の災害

・近年は河岸侵食や河川管理施設等の基礎洗掘等の被害が顕著であり、
平成元年以降の被災箇所数は３８箇所に及ぶ
・洪水時には上流部からの流木も多く、流木による護岸等の損傷、河口や
海岸には大量の流木が堆積し、河川管理等に支障

計画高水流量流下時において、長島
ダム地点で6,600m3/sのうち1,600m/s
の洪水調節を行う

３

寛政4年(1792)8月 （流量不明）流失家屋、潰家など10数戸

神座で計画高水流量5,282m3/sとした治水計画を策定

S33年 改修計画策定
大井川の直轄管理区間を指定

大井川本川 0～24km

S38年 直轄河川総体計画策定（S33年計画を踏襲）

低気圧 約2,930m3/s
506mm/2日、被害家屋2,746戸、浸水面積不明

S43年 工事実施基本計画策定

S44年8月 台風7号 約6,370m3/s
343mm/2日、被害家屋150戸、浸水面積25ha

S60年6月 台風6号 約6,150m3/s
336mm/2日、被害家屋9戸、浸水面積18ha

H3年9月 台風18号 約7,700m3/s
350mm/2日、被害家屋70戸、浸水面積16ha

H15年8月 台風10号 約6,230m3/s
331mm/日、被害家屋1戸、浸水面積4ha

※流量は神座地点のダム戻し・氾濫戻し流量、
雨量は神座上流域の平均2日雨量

S36年10月

基本高水のピーク流量は基準地点神座で6,000m3/s

文政11年(1828)6月（流量不明）道悦島、佃島、御請新田は
地積の1/3を失う

S49年 工事実施基本計画改定

基本高水のピーク流量 11,500m3/s（神座）
計画高水流量 9,500m3/s（神座）

S57年8月 台風10号 約5,160m3/s
509mm/2日、被害家屋204戸、浸水面積92ha

S54年10月 台風20号 約7,950m3/s（観測史上最大流量）
284mm/2日、被害家屋62戸、浸水面積54ha

昭和33年改修計画、昭和38年総体計画を踏襲し、
昭和29年9月洪水を対象として計画を策定。
計画高水流量は6,000m3/s、計画規模は1/60相当

S40年9月 台風24号 約6,850m3/s
333mm/2日、被害家屋不明、浸水面積不明

基本高水のピーク流量は基準地点神座で6,000m3/s

S52年(1977) 長島ダム着工

明治33年(1900)8月 （流量不明）800余町の田畑に浸水

S29年9月 台風 約5,500m3/s（痕跡水位から推定）
373mm/2日、被害家屋3140戸、浸水面積不明

H14年(2002) 長島ダム完成

どうえつじま つくだじま おうけ
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S57.8洪水時に堆積した大量の流木

S57.8洪水時の護岸被災状況

S57.8洪水により河岸
浸食が発生

高水敷を新たに造成
して堤防を防護

：完成堤防
：暫定堤防
：未施工区間
：堤防不必要区間
：既往災害復旧箇所
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既定計画の計画降雨量：551mm/2日
工事実施基本計画改訂S49

■工事実施基本計画流量配分図

（単位：m3/s）

①年最大雨量及び流量の経年変化 ②流量確率手法からの検証

③歴史的洪水による検証

既定計画策定以降、計画を変更するような大きな出水
は発生していない

寛政4年（1792年）8月洪水では、「善左衛門」地
区において、4尺5寸（1.35m）の浸水記録あり
（静岡県史より）

■神座地点

■神座地点
基本高水のピーク流量11,500m3/s

①、②、③の結果を踏まえて、基本方針においても基準

地点神座における基本高水ピーク流量を11,500m3/sと

する

基本高水のピーク流量の決定に用いたハイドログラフ

年最大２日雨量データ

年最大流量データ

昭和40年9月洪水型（神座地点）

既定計画の基本高水のピーク流量の検証 大井川水系

神座地点における
1/100規模流量は
8,700～11,600m3/s
と推定（S19～H15の
60年間）

工事実施基本計画の概要（S49変更）

S19～H15;60年間
神座

「善左衛門」地区にお
いて4尺5寸浸水した場合
の流量を推定すると、
11,500m3/s～12,500m3/s

４

平均水深1.37m
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善左衛門地区

12,500m3/sの場合の推定浸水深

寛政4年以降も洪水は度々発生しているが、浸
水深や浸水範囲等の記録の残った洪水が確認
されていないことから、寛政4年洪水を基に当
時の河道状況や堤内地盤高を推定してシミュ
レーションを行った
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既定計画の計画の基本高水ピーク流量　11,500m3/s

工事実施基本計画改訂S49

神座
■ 駿

9,500 河

湾

確率分布モデル
確率流量

(m
3
/s)

グンベル分布 9,200

平方根指数型最大値分布 11,600

一般化極値分布 9,400

対数ピアソンⅢ型分布 9,900

対数正規分布（岩井法） 10,600

対数正規分布（石原高瀬法） 8,700

３母数対数正規分布（クォンタイル法） 9,300

基準地点 神座

確率規模 1/100

計画降雨量 551mm/2日

流出解析手法 貯留関数法

基本高水のピーク流量 11,500m3/s

洪水調節施設による調節流量 2,000m3/s

計画高水流量 9,500m
3
/s

工事実施基本計画策定S49

工事実施基本計画策定S49

神座；扇頂部付近



左岸6.4kの護岸の被災(S57.8洪水）

▽ 計画高水位   86.257
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牛尾地区は、上下流バランスを考慮し、下流部の整備
が完了した段階で、掘削により9,500m3/sの河道を確保

治水の課題と対策 大井川水系

・大規模な引堤は、島田市や大井川町等の沿川の土地利用から困難。河道の
掘削は、土砂供給が多くこれまでも掘削後に堆積している傾向があることから
好ましくない。さらに、東海道の重要交通網が横架し、現計画により設置、整備
されていることから現計画と同様に計画高水流量を9,500m3/sとし、2,000m3/s
を洪水調節する

・洪水調節については既設長島ダムと既設利水ダムの有効活用等により行う

・河口部（-0.4～1.6ｋ）と牛尾地区（17.6～20.6ｋ）の２区間を除き樹木
の伐採により流下能力を確保

・河口部は高水敷及び河床の掘削により、流下能力を確保

・牛尾地区は高水敷掘削と引堤により、流下能力を確保

・急流河川で洪水時の河岸侵食や河川管理施設等の基礎洗掘を抑制する対
策を実施

大井川の現況流下能力

計画高水流量：９，５００ｍ３／ｓ 距離標(k)

５

下流河道における対策

土砂供給も多く、流路が安定しないことから水衝
部が固定されず、全川にわたって護岸等が被災

4ｋ

8ｋ

14ｋ

河口部 ：６，２００ｍ３／ｓ（-0.2k）

牛尾地区 ：７，１００ｍ３／ｓ（19.8k)

ベースはH15年航空写真

引き続き、護岸、水制等による
河岸の保護

・既設長島ダムにより洪水調節を行う（基準地
点神座で1,000m3/s調節）

・多くの利水ダムが存在（全体の総貯水容量は
約370百万m3）することから、利水容量の治水

容量への活用等により残りの治水容量を確保

【長島ダム諸元】 総貯水容量 78百万m3
堤高109m 有効貯水容量 68百万m3

洪水調節容量 47百万m3

洪水調節施設

太平橋

0

5

10

15

20

-1 0 1 2 3 4

標
高

(T
.P

.m
)

計画高水流量9,500m3/s流下時の水位縦断図

牛尾地区

河口部

河積確保が必要

新大井川橋

第二東名

新水路橋

小笠幹線
水路橋

神座
基準地点

牛尾山

70

75

80

85

90

95

100

105

110

17 18 19 20 21 22 23 24

河積確保が必要

計画高水位

計算水位

平均河床高

標高（T.P.m）

19.6k

第二東名高速道
路

19.0
k

牛尾山

19.6
k

掘削区
間

河口部は、河川環境
を配慮したうえで、河
道掘削、樹木伐採を
行う

蓄積された被災データより、災害復旧
に伴い当該区間の下流部が相対的
に弱くなり被災しやすくなる

水制による河岸の保護（左岸5.0k）

次期出水時の被災予測箇所を抽出し、巡視点検の強
化、重点的なモニタリング等により、被災を未然に防止

現況河道            
開削後河道

650 700 750 800 850 900

▽ 計画高水位   4.260

   0    0

   5    5

  10   10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

計画高水位 4.260
-0.2k

今後の治水対策



河川環境の現状と課題 大井川水系

・複列砂州や網状の流路には瀬や淵、ワンドなど動植物の生
息場として多様な 河川環境が形成

・砂州や中州においてコゴメヤナギ等の樹林化や外来種のシ
ナダレスズメガヤ等が増加し、本来の自然植生が減少

・現状の河川環境をできるだけ保全するよう、河道掘削及び
樹木伐採を行う

・繁茂する外来種を抑制するため、中州等の掘削により冠水
頻度を高め、カワラヨモギやカワラハハコ等の大井川本来の
植生の復元を図る

中流部 ；大井川ダム～ 25k付近（扇頂部付近）

・近年減少しているカワラケツメイ（植物）の周辺のみに限
定して生息するツマグロキチョウ等の貴重な昆虫の生息
地として、「日本の重要湿地500」（環境省）に選定

・流域にはニホンザル、ホンドキツネ等の哺乳類が生息

・「鵜山の七曲り」等は明瞭な瀬淵が発達し、アマゴやウグ
イ、アユ等の魚類が生息

シナダレスズメガヤ（外来種）

６

下流部；25ｋ付近（扇頂部付近）～河口

アユツマグロキチョウ

イカルチドリ

上流部；源流～大井川ダム

流域には
・本州唯一の原生自然環境保全地域※である「大井川源流部
自然環境保全地域」に指定、ライチョウが生息（分布の南限）

・国指定の特別天然記念物であるニホンカモシカやツキノワグ
マ等の哺乳類が生息

大井川源流部自然環境保全地域
（静岡県環境森林部森林計画室提供）

ライチョウ

河口部

・現状の河川環境をできるだけ保全するよう、河道掘
削及び樹木伐採を行う

・河口砂州はコアジサシの繁殖地やシギ類・チドリ類
の渡りの中継地

・河口付近の瀬はアユやアユカケの産卵場

コアジサシ大井川河口 ホオジロガモ

ニホンカモシカ
貴重な動植物の生息環境を継承するため、
引き続き現状の河川環境を保全

※原生自然環境保全地域
「人の活動の影響を受けることなく原生

の状態を維持している地域で、学術その
他公益の必要上特に必要で、許可され
た場合以外の改変行為等が禁止されて
いる（自然環境保全法；環境省）

鵜山の七曲り

大井川源流部自然
環境保全地域

上流部

中流部

下流部

日本の重要湿地500
「大井川中流域」

25k付近

大井川ダム



中部電力「大井川水系の発電と利水の現状」パンフレットより

利水の特徴

河川水の利用と水質 大井川水系

・急峻な地形、脆弱な地質、多量の降雨により細粒分
が多く、出水により白濁

・長島ダムの選択取水や大井川ダムの濁水拡散防止
膜等の設置により改善を図っている

急峻な地形、日本の年平均
降水量の約２倍の豊富な降
水量により、古くから水力発
電が盛ん

７

上流部

・水力発電に利用する水の多くは本川
とは別の導水管を流れ、発電に利用
した後も、その下流で農業用水、上水
道用水、工業用水に直接利用され、
減水区間が長い

・流域内のみならず菊川流域など広範
囲に供給

中・下流部 白濁化に対する取り組み

流域内外の８市３
町に対して、最大
約45m3/sの農業

用水、上水道用水、
工業用水を供給

農業用水、上水道用水、工業用水の供給区域

BOD75%値は、全川にわたり環境基準を満足

水質

農業用水

40.086m3/s

88.59%

その他

0.163m
3
/s

0.36%

水道用水

2.915m3/s

6.44%

工業用水

2.087m3/s
4.61%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

最大 727 .71 0m3/ s
常時 209 .00 0m3/ s発電

かんがい
上水道
工業用水
その他

取水量（m 3/s）
・河川水の利用は、発電・かんがい用水を中心に利用

かんがい 40.086m3/s

上水道 2.915m3/s

工業用水 2.087m3/s

その他 0.163m3/s

・最大取水量のうち約94％が発電用水であり、総最大出力約68万
kwは一般家庭約55万世帯（静岡県の全世帯の約4割）で消費され

る年間電力量に相当
・13,000haを超える農地でかんがいに利用

大井川　BOD75％値
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下泉橋

神座

富士見橋

環境基準値（AA類型1.0mg/L)

環境基準値（A類型2.0mg/L)

環境基準値（B類型3.0mg/L)

上流から流れ込む
清水とダム湖内の
濁水を濁水拡散防
止膜により分離し、
清水を下流へ放流

大井川ダムにおける濁水拡散防止膜の設置（H10.3）

上流の清水をダム湖の濁水と混合させずに直接下
流へ放流

寸又川ダムにおける放流水路の設置（H15.3）
すまた

主な取水位置図

ダム（高さ15m以上）

えん堤（高さ15m未満）

発電所

導水管

※田代・長島ダム以外は中部電力管轄

凡　例

赤石ダム

東京電力
田代ダム

畑薙第一ダム

畑薙第二ダム

井川ダム

奥泉ダム

千頭ダム

大間ダム

大井川ダム寸又川ダム

横沢川第二ダム

国土交通省
長島ダム

境川ダム

笹間川ダム

東俣えん堤

木賊えん堤

滝見えん堤

西俣えん堤

奥西河内えん堤

赤石沢えん堤

聖沢えん堤

明神谷えん堤

関の沢川えん堤

東河内えん堤

栗代川えん堤

平野沢えん堤

湯沢えん堤
奥湯沢えん堤
大間川えん堤

横沢川第一えん堤

榛原川えん堤

塩郷えん堤

神座

富士見橋

下泉橋

水質観測地点

取水量（m3/s）



昭和30年代までに発電ダム建設が相次ぎ、発電用水が
取水されたため、平常時には河川に水が流れない状態
となった

流況改善に向けた取り組み 大井川水系

昭和50年代の水利権更新及び長島ダム建設計画を契
機に、地域住民から強い流況改善の要望

塩郷えん堤（発電）下流
の流況（S62.8.12）

昭和50年代以前の流況

昭和50年代以降の地域住民運動の高まり

・静岡県知事と中部電力との間で、「長島ダム完成まで
の間、塩郷えん堤から年間302万m3（日平均0.5m3/sで

60日相当分）を限度として下流へ放流」する協定をS51に

締結

・県議会からの要望を受け、長島ダムでは当初計画にな
い「流水の正常な機能の維持」を目的に追加
（S53基本計画決定）

昭和60年代以降の流況改善の取り組み

地域住民等からの要望を受け、徐々に流況改善が進められた

S62.12.27 
朝日新聞 （朝刊）

・大間川えん堤から0.06m3/s放流（H1）

・榛原川えん堤から0.07m3/s放流（H1）

これらがきっかけとなり、「発電水利権の期間更新時における維持流
量の確保について（発電ガイドライン）；100km2当たり0.1～0.3m3/s
の放流量を目安」が昭和63年7月に制定

発電施設下流における減水区間の現状

・発電施設に伴う減水区間は約240kmで、
法河川延長の約75％

・「発電ガイドライン」等に基づき、減水区
間のうち約222kmの流況を改善

しおごう

流況改善に向けた近年の取り組み

「大井川水利流量調整協議会」

【目 的】 田代第二発電所の水利権更新に際し、下流へ
放流する必要量について調整

【構成員】河川管理者（国土交通省及び静岡県、山梨県）、
沿川関係市町、東京電力、中部電力

【協議会での合意事項】
・「発電ガイドライン」の目安とされる放流量0.1～0.3m3/s 

/100km2を大きく上回る0.9m3/s /100km2を放流

・発電水利権の更新期間を短縮（15→10年）

・田代ダムからの新たな放流量を河口まで維持して放流

今後、水利権更新を迎える施設についても、
関係機関と調整のうえ必要な対策を行い、更な
る流況改善を図る

・塩郷えん堤から概ね夏期 5m3/s、冬季 3m3/s放流（S63）

・大井川ダムから2m3/s放流（S63）

・寸又川ダムから1m3/s放流（S63）

放流前(H17年12月20日)
放流後(H17.12.21 中日新聞)

大井川のダム・発電所系統

８

改善前

改善後

塩郷えん堤下流の流況改善

河川

減水区間

緩和区間

ダム・堰堤

維持放流を行っている

ダム・堰堤

0 5 10 15 20km

富士川水系

湾
河
駿

田代第二発電所は、大井川最上流部で取水し、富士川流
域へ放流しているため、下流にはほとんど水が流れない状
態が継続

田代第二発電所の水利権更新（H17.12月）に向けて、協議
会をH15に設立

すまた

おおま

はいばら

凡 例

ダム・堰堤

維持流量・協定流量

発電所

発電導水路

利水導水路

・

東俣堰堤

奥西河内堰堤

西俣堰堤

赤石沢堰堤

聖沢堰堤

保利沢ダム滝見堰堤

赤石沢

赤石ダム
赤石

畑薙第一ダム
畑薙第一
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大間ダム湯沢堰堤

奥湯沢堰堤

大間川堰堤

大間

寸又川ダム

奥泉

長島ダム

大井川ダム

横沢川第一堰堤

横沢川第二堰堤

榛原川堰堤
大井川

境川ダム

久野脇
塩郷堰堤

笹間川ダム

川口
大井川広域水道

赤松
大井川用水（農、工、上水）

牧之原用水（農）

畑薙第二ダム

大井川水系

二軒小屋

富士川水系へ

木賊堰堤

内河内堰堤

栗代川堰堤

田代川第二

田代川第一

田代ダム



河川空間の利用状況 大井川水系

・大井川上流域は、南アルプス登山の玄関口となっており、
豊かな自然環境と美しい山岳景観を求めて、年間約41万
人が訪れる

・「南アルプス国立公園」、「奥大井県立自然公園」、本
州では唯一の原生自然環境保全地域である「大井川源流
部自然環境保全地域」にも指定

上流域～中流域

大井川は、接岨峡や寸又峡等の美しい峡谷景観が形成されて
おり、新緑や紅葉の時期も有数な名所

日本で唯一のアプト式鉄道である大井川鐵道井川線の整備と
併せて、長島ダム周辺にはキャンプ場や公園等が整備

接岨湖
（レインボーブリッジ）

寸又峡
（夢の吊り橋）

南アルプス国立公園

アプト式鉄道

下流域

せっそ すまた

国指定史跡
「島田宿大井川川越遺跡」

蓬莱橋
（右岸より）

・東海道の歴史と文化を軸に観光と地域住民の憩い
の場として利用されている

・国指定の史跡「島田宿大井川川越遺跡」では、今も
大井川の歴史を後世に伝えている

・「蓬莱橋」は牧ノ原台地の開拓の歴史を伝える世界
一長い木橋

ほうらい

９

二軒小屋ロッジ

長島ダム

昭和40年代頃までは、上流
で伐採した木材の流送方法
として、大井川を利用した
「鉄砲流し」や「川狩り」
が行われていたが、近年で
は鉄道、トラック輸送に代
わった

「鉄砲」とは木材でつくられ
たダムを指し、ダムに貯めた
水流により伐採した木材を下
流まで運んだ
「川狩り」とは木材を下流へ
流していく仕事を指す

・下流域では、高水敷の整備が進められ年間240
万人以上がスポーツや散策等に利用

・左岸のマラソンコース「リバティ」は広く市
民等に利用され、大学の駅伝練習コースとし
ても利用

マラソンコース「リバティ」 陸上競技会（大井川緑地公園）

長島ダム

接岨峡

蓬莱橋
国指定史跡
「島田宿
大井川川越遺跡」

高水敷整備が行われている区間

寸又峡



流水の正常な機能を維持するため必要な流量の設定に関する基準地点

正常流量の縦断図（期間4：9/1～12/31）

正常流量の検討

代表地点は、以下の点を勘案して、JR橋から扇頂部付近の神座地点に変更する
①JR橋地点の澪筋が安定していないことから、既定計画においても流量観測は神座

で行っており、データの蓄積が十分にある
②大規模な取水が行われた後であり、その後、流量が安定して流れうる地点
③高水の基準点であり、治水、利水の一元管理ができる

正常流量の設定

利水の現状、動植物の生息または生育地の状況、景観、流水の清潔の保持等を考慮し、神座地点の
正常流量は、次の通りとする。
９月から12月の期間は概ね11m3/s、１月から２月は概ね9m3/s、３月から８月は概ね10 m3/sとする。

流水の正常な機能を維持するため必要な流量の設定 大井川水系

【正常流量の設定：アユ産卵期（9/1～12/31）】

正常流量（10.8m3/s） ＝ 維持流量（10.4m3/s） － 水利流量（0m3/s） ＋ 流入・還元量（0.4m3/s）

１０

「動植物の生息地または生育地の状況」に準ずる。⑤漁業

地下水位と河川流量に関係は見られない。取水障害も発生して
いない。

⑨地下水位の維持

考慮すべき河川管理施設はない。⑧河川管理施設の保護

河口砂州は発達しているが閉塞はしていない。閉塞した場合は
掘削する。

⑦河口閉塞の防止

考慮すべき取水はない。現況において塩害はない。⑥塩害の防止

舟運は利用実態、利用計画ともにない。④舟運

BOD環境基準値の２倍値を満足するために必要な流量③流水の清潔の保持

アンケートにより過半数が満足する水面幅の確保に必要な流量②景観・観光

アユ、ウグイ、アマゴ、イワナ等の生息・産卵に必要な流量①動植物の生息地または
生育地の状況

決定根拠等検討項目

・低水流量観測から水理特性を設定

・アユ産卵必要流速0.6m/sを確保するため
に必要な流量を設定

①大鉄橋梁地点（動植物及び漁業）
必要流量＝10.4m3/s

③富士見橋（流水の清潔の保持）

・渇水時の負荷量に対して環境基準（Ｂ類
型）の2倍値を満足するために必要な流量

必要流量＝9.6m3/s

②駿遠橋（景観）
必要流量＝7.9m3/s

・流量規模の異なる7種類のフォトモンタージュ
を作成

・アンケートを実施し、50％の人が満足する流量
（水面幅）を設定

流量小

流量大

駿　

河　

湾
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流水清潔
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動植物の生息地または生育地の状況、漁業

景観

流水の清潔の保持

正常流量

区分維持流量
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年度

採取量（千m3）

直轄区間

指定区間
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河床変動高図

砂利採取量と変動量の重ね図

砂利採取量の経年変化

14kより下流は砂利採取しても堆積傾向にあることから、河積の
確保に寄与していたが、14k上流は砂利採取が河床低下のひと

つの要因

河床変動の状況

・S39河道に対してH16河道は平均1.5mの河床低下
・近年は安定しているが、-0.4～2kは河床上昇、19kより上流は河床低下

年平均110万m3の砂利採取

H12に直轄区間の

砂利採取を規制

S49に特定砂利
採取制度を開始

・昭和36年から開始し合計約3,600万m3を採取

・指定区間では、河床上昇により氾濫が発生しているなど
治水上課題のある区間に限定して砂利採取を継続

大井川水系

塩郷えん堤を境にして上流は河床上昇、下流の「鵜山の七曲り」は河床低下の傾向

（検証期間S49～H11）

40～55kでは砂利採取による影響で河床低下している一方で、
55k上流では砂利採取しても堆積傾向にある

（検証期間H1～H14）

１１

距離標（km）

※基準年：昭和49年河道

塩郷えん堤鵜山の七曲り

河床低下

河床上昇
※基準年：昭和50年河道

※基準年：昭和49年河道堆積

洗掘

※基準年：平成元年河道

堆積

洗掘

距離標（km）

距離標（km）

距離標（km）

うやまのななまがりしおごう

・河床低下の要因のひ
とつは砂利採取

・支川からの土砂流出
や川幅の急拡・急縮
等により堆積区間も
あり

河床変動の現状
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堆
砂

率
(%

) 本川（畑薙第一ダム） 本川（井川ダム）
支川（大間ダム） 支川（千頭ダム）
支川（寸又川ダム）

土砂動態の現状 海岸侵食の現状

大井川からの流出土砂の減少、防波堤による沿岸漂砂の遮断により、侵食波が徐々
に伝播し海岸侵食が進行（最大５０ｍの汀線後退）

河口部の状況

ダムの堆砂状況

既設ダムにおける堆砂率の経年変化

本川ダムの堆砂速度はほぼ計画とおりであるが、支川寸又川のダ
ムは満砂状態で本川への土砂流出が多い

土砂動態の状況

過去には河口テラスが形成

されていたが、近年では減少

S22の河口テラス

大井川水系

H16.3の河口の状況

１２

防波堤

大井川港

沿岸漂砂

試験突堤

海岸線が後退

有脚式離岸堤
ブロック離岸堤

大
井
川

沿岸漂砂を捕捉

海岸侵食範囲

大井川港の防波堤が沿岸漂砂を捕捉するため侵食が顕著
左岸域

等深線変化図（T.P.+0.0m）

大井川港、吉田漁港の
防波堤整備、大井川か
らの土砂供給量の減少
等により、海岸侵食が
進行

S53年の消波堤の完成等
により海岸侵食が抑制

海岸保全施設の整備に
より海岸侵食の進行速
度が低下

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

右岸域

吉田漁港

沿岸漂砂を捕捉

防波堤 ブロック離岸堤

海岸侵食範囲

大
井
川

吉田漁港の防波堤が
沿岸漂砂を捕捉して
いるが、左岸域に比
べると侵食は緩やか
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塩郷えん堤

長島ダム

・ダムにより流砂系の連続性が確保さ
れていない

・河口テラスの消滅、海域への土砂供
給量の減少

H8

H6

侵食波は試験突
堤まで到達

堆積

侵食

侵食波の伝播
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大井川での砂利
採取により土砂供
給量が減少し、海
岸侵食が進行

大井川港の防波
堤に漂砂が捕捉
され汀線前進

侵食幅7km

汀線移動量（m）
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土砂収支の現状

・上流ダム群により土砂が分断され、下流への土砂供給が減少

・急拡区間の土砂堆積や砂利採取に伴う河床低下が発生

・河口へは約150千m3/年の土砂が到達しているが、海岸侵食が進行

総合的な土砂管理

流砂系の連続性を確保するため、以下の取り組みを行う

・ダム等による影響を抑制するための下流への土砂運搬等の実施

・河床上昇による氾濫等、治水上必要な箇所以外の砂利採取は行わない

・海岸保全施設、サンドバイパスによる養浜を継続実施し、上流からの土砂供給と連携

～塩郷えん堤上流における治水上の課題～

・川幅が急拡・急縮するため局所的な堆積が生じ、河床上昇に伴う外水氾濫
が発生

・河積確保のための掘削等の対策が継続して必要

土砂管理上の課題

土砂収支の課題と総合的な土砂管理 大井川水系

単位；年間当りの土砂量

流砂系 治水 環境

ダムによる分断

支川からの土砂
供給による堆積

河積不足によ
る氾濫

砂利採取、土砂供
給量の減少

河床低下

土砂供給の減少

河口テラスの減少

構造物による流砂
の捕捉

河口閉塞 樹林化

長島ダム

塩郷堰堤

砂利採取

貯砂ダム堆砂

バイパス

河口

通過土砂量

河道変動量

支川流入土砂量

砂利採取量

凡 例

大井川上流

畑薙第一ダム・井川ダム・長島ダム

寸又川合流点直上流

支川49千m3

支川60千m3

支川2７9千m3

河道変動量
-225千m3

河道変動量
-82千m3

河道変動量
-118千m3

河道変動量
140千m3

砂利採取量-289千m3

砂利採取量-139千m3

225千m3
寸又川流域
142千m3

209千m3

285千m3

145千m3

支川37千m3

塩郷堰堤

489千m3

0千m3

河口（－0.4k）

ダム堆砂
7６8千m3

土砂生産源から河口・海岸まで流砂系の連続性が

確保されていない

直轄上流端（24.0k）

千頭駅前（68k付近）

流下

１３

土砂収支計算の前提条件
は下記のとおり

・H8～H14における河道断

面から河道変動量を算定

・砂利採取量はH8～H14ま

での実績採取量

・支川からの流入量は近傍
ダムの流入量と流入土砂量
の相関関係から推測

砂利採取箇所

HWL 304.50

68.8k

計画河道

298.11

治水を考慮し必要
な掘削、砂利採取
について引き続き
実施

海岸域の土砂の
減少を考慮し貯砂
ダムの堆砂土等
をバイパス

サンドバイパス
離岸堤等による海
岸保全



総合的な土砂管理の進め方

１４

大井川水系

モニタリング

対策の実施

流域の土砂動態に関する現象の解明と予測に関する調査検討

目標の設定
・治水 ・環境 ・全体の流砂系のあるべき姿

総合土砂管理計画策定

河床材料調査
・ダム堆砂土、河道内堆積土

海岸変化メカニズムの解析
・海岸の必要量・質の把握

フィールド実験（置き土等）

河床変動予測検討
・現状、砂利採取の影響、置き土の効果

治水の課題

河床洗掘の抑制

流下能力の確保

ダム機能の維持

海岸侵食の抑制

土砂管理の方針

・土砂流出・移動の多い河川であることから河川、ダム、海岸の
各領域における土砂に関する課題について、生産域から海岸
領域までの連続性を確保しつつ、総合的な土砂管理を行う。

環境の課題

堆積による樹林化の防止

河口テラスの復元

ダムによる土砂移動の分断解消

実施体制

大井川流域首長懇談会

大井川土砂管理勉強会

大井川総合土砂技術検討会（仮称）

大井川の持つ多様な機能の発揮、個性の活用、地域社会との河川の
関わりを大切にするための意見を頂く

静岡市長、川根本町長、川根町長、島田市長、藤枝市長、大井川町長、
吉田町長、焼津市長、牧之原市長、御前崎市長、国交省、静岡県

目的

構成

目的

構成

大井川流域及び海岸における土砂動態に関する技術的課題について
検討を行う。

学識者等

目的

構成

大井川の全域及び海岸を対象として土砂に関わる問題点を共有し、今
後の土砂管理の進め方について勉強するとともに、その方向を検討する。

国交省、静岡県、中部電力（株）

管理河床高の検討
・構造物の洗掘深の把握
・流下能力の確保

関係機関と連携し、流域全体の土砂動態を把握
したうえで、モニタリングによる新たな知見を踏ま
え、調査・研究を行う

土砂に関する視点

・水系での土砂動態を捉えるためには土砂の量や粒径等の質
だけでなく、土砂の流下する時間を考慮することが重要。

・例えば、大出水後等の短期的な変動状況と大洪水と中小洪水
が複数含まれるような長期的な変動状況は異なり、長期的に
ある幅の中で安定しているが、短期的には上昇傾向だったり
低下傾向だったりする。

・河積の確保や橋梁、護岸等の根入れ等への対応などの河川
管理においてもこのような視点が重要。


